
   愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

新 旧 

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関 

する条例 

                      昭和42年12月21日 
                      条例第26号 

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関 

する条例 

                      昭和42年12月21日 
                      条例第26号 

 （罰則）  （罰則） 
第24条 第20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報 

 告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診 

 断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。 

第24条 第20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報 

 告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診 

 断を拒んだ者は、10万円以下の罰金に処する。 
別表第１（第８条の２関係） 別表第１（第８条の２関係） 

 種別 等級 倍数   種別 等級 倍数  

 傷病補償年金 第１級 313 傷病補償年金 第１級 313  

  第２級 277   第２級 277  

  第３級 245   第３級 245  

 備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員 
   災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）の別表第２ 

   の例による。 

 備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員 
   災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）の別表第１ 

   の例による。 

 


